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58　平成27年 7 月17日　省令第63号

　危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量

を指定する省令第 2条の表に「ピロカテコール及びこれを含有する製剤」が追加されまし

た。

59　平成28年 3 月 1 日　省令第12号

　航空機給油取扱所において給油ホース車又は給油タンク車が航空機に給油を行う際、静

電気対策として義務づけられている接地電極を使った給油ホース車のホース機器又は給油

タンク車の給油設備（以下「給油設備等」という。）の接地（以下「アース」という。）及

び給油設備等と航空機の電気的接続のうち、アースに係る規定が削除等されました。

　また、船舶給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準についても、所要の改正が

行われました。

60　平成28年 8 月 8 日　省令第80号

　危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量

を指定する省令第 2条の表に「シアナミド及びこれを含有する製剤（シアナミド10％以下

を含有するものを除く。）」が追加されました。

61　平成29年 1 月26日　省令第 3号

　給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地

に設置し、給油と圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基

準が定められました。

62　平成29年 6 月27日　省令第43号

　危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量

を指定する省令第 2条の表（69）の項に定める「メタバナジン酸アンモニウム及びこれを

含有する製剤」のうち「メタバナジン酸アンモニウム0.01％以下を含有するもの」につい

て、指定物質から除外されました。

63　令和元年 6月28日　省令第19号

　不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い、「日本工業規格」を「日本産業規

格」に改める等の所要の規定の整理が行われました。

64　令和元年 8月27日　省令第34号

ア　屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事について、タンク本体に関する工事が

構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部（ぜい性破壊を起こ

すおそれのないものに限る。）の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微

なものについては水張検査に係る規定を適用しないこととされました。

イ　圧縮水素充塡設備設置給油取扱所において、液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド

を併設するための技術上の基準、給油と水素充塡のための停車スペースを共有化する場

合の技術上の基準が定められました。

ウ　地下貯蔵タンク、二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻及び地下埋設配管並びに
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○給油取扱所　形態別適用法令早見表
区　　　分 政　　令 規　　則 記載ページ

屋外給油取扱所 17⑴ 144～147
航空機給油取扱所 17⑴＋⑶ 26 153・154
船舶給油取扱所 17⑴＋⑶ 26の 2 155・156
鉄道給油取扱所 17⑴＋⑶ 27 157・158
圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶ 27の 2 ・27の 3 159～164
圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶ 27の 5 171～176
自家用給油取扱所 17⑴＋⑶ 28 ―

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶ 28 ―
圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶ 28 ―

メタノール等及びエタノール等の給油取扱所 17⑴＋⑷ 28の 2 177～182
圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑷ 28の 2 の 3 177～182
圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑷ 28の 2 の 3 ―
自家用給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑷ 28の 2 の 3 ―

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 17⑴＋⑸ 28の 2 の 5 190～195
203・204

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑸ 28の 2 の 7 ―
圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑸ 28の 2 の 7 ―
自家用給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑸ 28の 2 の 7 ―
エタノール等の給油取扱所 17⑴＋⑷＋⑸ 28の 2 の 8 ―

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑷＋⑸ 28の 2 の 8 ―
圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑷＋⑸ 28の 2 の 8 ―
自家用給油取扱所 17⑴＋⑶＋⑷＋⑸ 28の 2 の 8 ―

屋内給油取扱所 17⑵ 148～152
航空機給油取扱所 17⑵＋⑶ 26 ―
船舶給油取扱所 17⑵＋⑶ 26の 2 ―
鉄道給油取扱所 17⑵＋⑶ 27 ―
圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑵＋⑶ 27の 2 ・27の 4 165～170
自家用給油取扱所 17⑵＋⑶ 28 ―

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑵＋⑶ 28 ―
メタノール等及びエタノール等の給油取扱所 17⑵＋⑷ 28の 2 の 2 183～189

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑵＋⑶＋⑷ 28の 2 の 3 183～189
自家用給油取扱所 17⑵＋⑶＋⑷ 28の 2 の 3 ―

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 17⑵＋⑸ 28の 2 の 6 196～204
圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑵＋⑶＋⑸ 28の 2 の 7 ―
自家用給油取扱所 17⑵＋⑶＋⑸ 28の 2 の 7 ―
エタノール等の給油取扱所 17⑵＋⑷＋⑸ 28の 2 の 8 ―

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 17⑵＋⑶＋⑷＋⑸ 28の 2 の 8 ―
自家用給油取扱所 17⑵＋⑶＋⑷＋⑸ 28の 2 の 8 ―
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顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所　位置・構造・設備　基準
（政令第17条第 5項）（規則第28条の 2の 5）　〈その 1〉

政省令等の根拠
□ 屋 外 の 定 義 （上屋等の水平投影面積－ 1階事務所等の面積）÷（敷地面積－ 1階事務所等の面積）≦ 1 / 3 則25の 6

□ セ ル フ の 定 義
顧客に自ら自動車（自動二輪車を含む）、原動機付自転車に給油させ、顧客に自ら灯油・軽油を容
器に詰め替えさせることができる給油取扱所（禁止⇨顧客がガソリンを容器に詰め替える、顧客
が灯油・軽油をタンクローリーに注入する）

則28の 2 の 4

□ 給 油 設 備 固定給油設備（ポンプ機器及びホース機器） ⑴①

□

空

　
　
　
　
　
　地

　
　
　
　
　
　等

給 油 空 地

ホース機器の周囲に間口10ｍ以上、奥行 6ｍ以上の以下の性能を有する空地を確保
・自動車等が安全、円滑に出入りできる幅で道路に面する
・自動車等が空地からはみ出さず、安全、円滑に通行できる広さ
・自動車等が空地からはみ出さず、安全、円滑に給油できる広さ

⑴②
則24の14

懸垂式は、ホース機器の下方

□ 注 油 空 地

注油設備⇨固定注油設備（ポンプ機器及びホース機器）
ホース機器の周囲に以下の性能を有する空地を確保
・容器詰替固定注油設備の場合、容器を安全に置くことができ、安全、円滑に詰め替えできる広さ
・ ローリー〔4,000Ｌ以下のタンク（2,000Ｌ以下ごとに仕切ったもの）〕注入固定注油設備の場合、
ローリーが空地からはみ出さず、安全、円滑に注入できる広さ

⑴③
則24の15

懸垂式は、ホース機器の下方（給油空地以外に確保）
□ 舗 装 耐油性、耐浸透性、自動車等の荷重に対する強度及び耐火性を有するもの ⑴④ 則24の16

□ 滞 留 防 止 措 置 地盤面を高くし傾斜を設ける措置等 ⑴⑤

□ 流 出 防 止 措 置 排水溝、貯留設備及び油分離装置を設ける措置等 則24の17

□
防
火
塀
等

場 所 自動車等の出入りする側を除く周囲 ⑴⑲

□ 構 造

高さ 2ｍ以上の耐火構造又は不燃材料で以下の基準を満たすこと
・開口部〔防火設備ではめごろし戸（ガラスを用いる場合は網入り）は可〕を有しない
・ 給油中、注油中及び荷卸し中の火災により隣接する敷地の建築物の外壁等で給油取扱所に面する
部分の表面及び防火塀等に設けられた防火設備の給油取扱所に面しない側の表面における輻射熱
が〔2000/燃焼継続時間（分）〕½kW/㎡以下である

則25の 4 の 2

□ 緊急停止スイッチの設置（全ての計量機について危険物の供給を一斉に停止するための制御装置）
（火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に設ける）

則28の 2 の 5 ⑥

□ 電 気 設 備
電気工作物に係る法令の規定による
可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所⇨防爆構造の電気設備
例）・固定給油設備等　・電動式オートリフト等の地盤面又は床面からの高さ60㎝未満の電気設備

⑴㉑

□ 標 識 ・ 掲 示 板 必　　要 ⑴⑥ 則17、18

□ 給 油 所 表 示
当該給油取扱所が顧客用給油取扱所（「セルフ給油取扱所」）である旨を自動車等進入時、見やす
い箇所に表示
（「セルフ」「セルフサービス」等の表示、一部時間帯等に限りセルフとする⇨その時間帯等を表示する）

則28の 2 の 5 ①

専 用 タ ン ク 等
地下タンク（専用 1基⇨容量制限なし、廃油等 1基⇨10,000Ｌ以下） ⑴⑦本文　　則25

□ 簡易タンク　防火地域、準防火地域以外で600Ｌ以下 3基まで ⑴⑦ただし書
設置基準⇨194・195ページの専用タンクの基準による ⑴⑧イロ

□

計
量
機（
セ
ル
フ
及
び
非
セ
ル
フ
用
固
定
給
油
設
備
・
固
定
注
油
設
備
）の
共
通
基
準

衝

　突

　対

　策

自動車等の計量機への衝突対策（下記 2項目）が必要（セルフ、非セルフの計量機によらない）
（自動車等が衝突するおそれがない場所に計量機が設置されたものは除く）

則28の 2 の 5 ④

□ 衝突防止装置（固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク）
（ガードポール又は高さ150㎜以上のアイランド）

□ 転倒時配管からの危険物拡散防止（機器本体及び立ち上がり配管部分からの漏洩防止）
（固定給油設備・固定注油設備に、立ち上がり配管遮断弁又は逆止弁）

□ ポンプ機器及びホース機器（ＫＨＫの試験確認に合格⇨構造等の安全性の確認済）

□
ホ

ー

ス

機

器

長 さ ・ 5ｍ以下（取付根元からノズル等の先端まで）・地盤面に接しない構造 ⑴⑩ 則25の 2 ②

□ 懸垂式 地盤面上0.5ｍ、半径 3ｍを超える円を描くことができない長さ ⑴⑩ 則25の 2 の 2
□
□

ホ ー ス
材 質 等

・JIS Ｋ6343「送油用ゴムホース」一種
・安全継手（1.96kN以下の荷重で離脱）又は給油等の自動停止装置

則25の 2 ②
〃　②

□ 先端ノズル 蓄積する静電気の除去装置の設置（接地抵抗値1,000Ω未満） ⑴⑩ 〃　②

□ 注 入 管 車両に固定されたタンクに注入する固定注油設備には、タンク底部に達する注入管の設置 〃　②

□ 供給停止 油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器転倒時の供給停止措置 　〃　②

□

ポ

ン

プ

機

器

内部配管 金属製⇨0.5MPa以上10分間の水圧試験（不燃性液体、気体含む） 〃　①

□ 吐 出 量 給油設備　ガソリン⇨50Ｌ/分　軽油⇨180Ｌ/分
注油設備　灯油⇨60Ｌ/分　軽油⇨60Ｌ/分（車両に固定されたタンクへ注入する場合は180Ｌ/分）

〃　①

□ 外 装 難燃性（不燃、準不燃、酸素指数26以上の高分子材料） 〃　①

□ 懸
垂
戻 り 圧力急上昇時、自動的に配管内危険物をタンクに戻す装置の設置 〃　①

□ 停 止 緊急停止（ポンプ機器の停止等ができる装置） ⑴⑮

□

油
中
ポ
ン
プ
機
器

電
動
機

・固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納
・運転中に固定子が冷却される構造
・内部に空気が滞留しない構造
・接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護
・締切運転による温度の上昇防止措置

⑴⑩
則25の 2 、24の 2 ①
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12訂版  危険物法令の早わかり

貴社の個人情報に関する下記取扱いに同意し、 上記のとおり申し込みます。　令和　　　   年　　  月　　  日

〈送料は実費、 税込3,000円以上はサービス〉

（TEL　　　　－　　　　－　　　　　）

〒
お届け先住所

お取扱者（自署）
（フリガナ）

団体名 部署名 公用
私用

個人情報の取扱いについて　東京法令出版株式会社 個人情報保護管理者　専務取締役
★お客様の個人情報は、契約の履行及び関連製品の案内に利用します。
★本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、第三者に提供しません。
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★個人情報に関するご照会・お問い合わせ等は、弊社窓口（TEL 026 - 224 - 5441、privacy@tokyo-horei.co.jp）までご連絡ください。
★お申込みには個人情報の提供が必要です。提供いただけない場合は、お申込みをお受けできないことがあります。

この申込書は、このままFAXで下記宛にお送りください。

FAX  0120-338-923
TEL 0120-338-272（携帯電話からもお申込みできます。）
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★消防法別表第１の危険物の分類に基づき、
　代表的な物品を表とカラー写真で紹介。
★事故事例も掲載し、防止対策をサポート！
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